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七
峰
荘

黒
川
郡
大
衡
村
大
瓜
字
長
町
七

十
七
番
地
三

社
会
福
祉
法
人
永
楽
会

令
和
三
年

十
一
月
一
日

〇
四
七
〇
七
〇
一
三
四
三

短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
三

喜名
取
市
閖
上
中
央
一
丁
目
三
十

九
番
地
の
二

社
会
福
祉
法
人
清
恵
会

令
和
四
年

三
月
五
日

四　

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

指
定
年
月
日

〇
四
七
〇
三
〇
一
一
〇
二

Ｓ
Ｕ
Ｎ
福
祉
工
房

塩
竈
市
北
浜
四
丁
目
五
番
二
十

五
号

株
式
会
社
ス
ペ
ー
ス
ケ
ア

令
和
四
年

二
月
一
日

〇
四
七
〇
六
〇
〇
六
八
五

み
や
ぎ
仙
南
農
業
協
同
組
合　

白
石
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

白
石
市
大
平
中
目
字
八
ツ
森
脇

三
十
一

み
や
ぎ
仙
南
農
業
協
同
組
合

令
和
四
年

四
月
一
日

〇
四
七
〇
五
〇
一
二
五
五

介
護
サ
ポ
ー
ト
ゆ
う
ま

気
仙
沼
市
新
町
五
番
六
号

株
式
会
社
佑
真

令
和
四
年

五
月
十
五
日

〇
四
七
〇
三
〇
一
一
三
六

福
祉
用
具
販
売
貸
与
事
業
所
ｓ

ｅ
ｅ
ｄ
ｓ
塩
釜
営
業
所

塩
竈
市
玉
川
一
丁
目
五
番
十
二

号

株
式
会
社
ｓ
ｅ
ｅ
ｄ
ｓ

令
和
四
年

六
月
一
日

五　

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

指
定
年
月
日

〇
四
七
〇
三
〇
一
一
〇
二

Ｓ
Ｕ
Ｎ
福
祉
工
房

塩
竈
市
北
浜
四
丁
目
五
番
二
十

五
号

株
式
会
社
ス
ペ
ー
ス
ケ
ア

令
和
四
年

二
月
一
日

〇
四
七
〇
六
〇
〇
六
八
五

み
や
ぎ
仙
南
農
業
協
同
組
合　

白
石
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

白
石
市
大
平
中
目
字
八
ツ
森
脇

三
十
一

み
や
ぎ
仙
南
農
業
協
同
組
合

令
和
四
年

四
月
一
日

〇
四
七
〇
五
〇
一
二
五
五

介
護
サ
ポ
ー
ト
ゆ
う
ま

気
仙
沼
市
新
町
五
番
六
号

株
式
会
社
佑
真

令
和
四
年

五
月
十
五
日

〇
四
七
〇
三
〇
一
一
三
六

福
祉
用
具
販
売
貸
与
事
業
所
ｓ

ｅ
ｅ
ｄ
ｓ
塩
釜
営
業
所

塩
竈
市
玉
川
一
丁
目
五
番
十
二

号

株
式
会
社
ｓ
ｅ
ｅ
ｄ
ｓ

令
和
四
年

六
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
号
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介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
十
月
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

訪
問
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
三
〇
〇
六
七
四

ア
ミ
カ
塩
釜
介
護
セ
ン
タ
ー

塩
竈
市
玉
川
二
丁
目
二
番
十
号

Ａ
Ｌ
Ｓ
Ｏ
Ｋ
介
護
株
式
会
社

令
和
三
年

十
一
月
三
十
日

〇
四
七
〇
八
〇
〇
三
九
二

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
ぞ

み角
田
市
梶
賀
高
畑
南
二
百
九
十

四
番
三
ト
ー
ホ
ク
ハ
イ
ツ
二
号

棟
一
号
室

株
式
会
社
ケ
ア
ハ
ウ
ス
青
葉

令
和
四
年

一
月
二
十
三
日

〇
四
七
〇
九
〇
〇
四
三
二

株
式
会
社
ゆ
と
り
ケ
ア
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

多
賀
城
市
山
王
字
山
王
四
区
八

十
二
番
一

株
式
会
社
ゆ
と
り
ケ
ア
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

令
和
四
年

二
月
二
十
八
日

〇
四
七
〇
九
〇
〇
九
〇
三

城
南
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

青
空
多
賀
城
市
城
南
二
丁
目
十
五
番

十
七
号

株
式
会
社
ソ
シ
エ
ニ
ー
ド

令
和
四
年

二
月
二
十
八
日

〇
四
七
〇
六
〇
〇
四
二
〇

ジ
ェ
イ
エ
イ
仙
南
サ
ー
ビ
ス　

白
石
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

白
石
市
大
平
中
目
字
八
ツ
森
脇

三
十
一

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
エ
イ
仙
南

サ
ー
ビ
ス

令
和
四
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
一
二
〇
〇
二
七
九

Ｊ
Ａ
み
や
ぎ
登
米
介
護
支
援
セ

ン
タ
ー

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
末
広
五
十

九
番
一

み
や
ぎ
登
米
農
業
協
同
組
合

令
和
四
年

四
月
一
日

〇
四
七
〇
九
〇
〇
二
九
一

株
式
会
社
ヘ
ル
シ
ー
サ
ー
ビ
ス

仙
台
東
営
業
所

多
賀
城
市
高
橋
一
丁
目
四
番
十

五
号

株
式
会
社
ヘ
ル
シ
ー
サ
ー
ビ

ス

令
和
四
年

六
月
三
十
日

〇
四
七
一
五
〇
〇
五
二
〇

福
祉
施
設
百
才
館
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
え
い
ら
く

大
崎
市
三
本
木
字
大
豆
坂
二
十

四
番
地
の
三

社
会
福
祉
法
人
永
楽
会

令
和
四
年

七
月
三
十
一
日

二　

訪
問
看
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

廃
止
年
月
日

〇
四
六
〇
二
九
〇
一
五
八

仁
明
会
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
み
な
と

石
巻
市
伊
原
津
二
丁
目
一
番
二

号

医
療
法
人
社
団
仁
明
会

令
和
四
年

三
月
三
十
一
日

三　

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
五
〇
一
〇
四
〇

気
仙
沼
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

気
仙
沼
市
赤
岩
港
三
百
二
十
一

番
地
一

一
般
財
団
法
人
訪
問
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
振
興
財
団

令
和
三
年

十
二
月
三
十
一

日

四　

通
所
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

廃
止
年
月
日

〇
四
七
一
二
〇
〇
四
二
八

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
こ
こ
ろ
の
森

登
米
市
迫
町
北
方
字
紫
雲
山
下

十
二

有
限
会
社
健
康
の
森

令
和
三
年

十
一
月
三
十
日

〇
四
七
一
五
〇
〇
八
七
六

池
月
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

わ
ぐ
ぅ
わ
ぐ
ぅ

大
崎
市
岩
出
山
池
月
字
下
宮
道

下
十
七
番
地

株
式
会
社
ケ
ア
ミ
ッ
ク
ス
・

ジ
ャ
パ
ン

令
和
三
年

十
二
月
三
十
一

日

〇
四
七
〇
九
〇
〇
〇
七
七

多
賀
城
市
鶴
ヶ
谷
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

多
賀
城
市
鶴
ケ
谷
一
丁
目
六
番

四
号

社
会
福
祉
法
人
千
賀
の
浦
福

祉
会

令
和
四
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
一
一
〇
〇
八
四
二

Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｐ
岩
沼

岩
沼
市
藤
浪
一
丁
目
三
番
二
十

四
号

株
式
会
社
ア
ス
ロ
グ

令
和
四
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
一
一
〇
〇
五
二
九

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
た
ん
ぽ
ぽ
中
央

岩
沼
市
中
央
二
丁
目
五
番
地
の

十
一
号

株
式
会
社
志
鴛

令
和
四
年

四
月
三
十
日

〇
四
七
二
二
〇
一
三
三
四

通
所
介
護
ほ
っ
と
あ
い

柴
田
郡
大
河
原
町
町
二
百
七
十

九
番
一

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ほ
っ

と
あ
い

令
和
四
年

八
月
一
日

五　

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

廃
止
年
月
日

〇
四
一
一
五
一
〇
一
二
六

公
益
財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会

古
川
民
主
病
院

大
崎
市
古
川
駅
東
二
丁
目
十
一

公
益
財
団
法
人
宮
城
厚
生
協

会

令
和
三
年

十
二
月
三
十
一

日
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番
十
四
号

〇
四
一
二
八
一
〇
二
〇
二

公
益
財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会

中
新
田
民
主
医
院

加
美
郡
加
美
町
矢
越
字
矢
越
三

百
四
十
五
番
地

公
益
財
団
法
人
宮
城
厚
生
協

会

令
和
四
年

三
月
三
十
一
日

六　

福
祉
用
具
貸
与

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
三
〇
〇
二
一
一

Ｓ
Ｕ
Ｎ
福
祉
工
房

塩
竈
市
北
浜
四
丁
目
五
番
二
十

五
号

株
式
会
社
サ
ン
ウ
ェ
ル

令
和
四
年

一
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
六
〇
〇
六
四
二

ヒ
ー
リ
ン
グ
ハ
ウ
ス

宮
城
郡
松
島
町
松
島
字
石
田
沢

三
十
二
番
一

株
式
会
社
シ
ョ
ウ
ケ
イ
ヘ
ル

ス
ケ
ア
研
究
所

令
和
四
年

三
月
一
日

〇
四
七
〇
六
〇
〇
四
二
〇

ジ
ェ
イ
エ
イ
仙
南
サ
ー
ビ
ス　

白
石
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

白
石
市
大
平
中
目
字
八
ツ
森
脇

三
十
一

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
エ
イ
仙
南

サ
ー
ビ
ス

令
和
四
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
〇
七
〇
〇
九
八
〇

上
の
ハ
ウ
ジ
ン
グ
福
祉
事
業
部

名
取
市
植
松
字
錦
田
四
十
四
番

地
の
一

株
式
会
社
上
の
組

令
和
四
年

七
月
三
十
一
日

七　

特
定
福
祉
用
具
販
売

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
三
〇
〇
二
一
一

Ｓ
Ｕ
Ｎ
福
祉
工
房

塩
竈
市
北
浜
四
丁
目
五
番
二
十

五
号

株
式
会
社
サ
ン
ウ
ェ
ル

令
和
四
年

一
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
六
〇
〇
六
四
二

ヒ
ー
リ
ン
グ
ハ
ウ
ス

宮
城
郡
松
島
町
松
島
字
石
田
沢

三
十
二
番
一

株
式
会
社
シ
ョ
ウ
ケ
イ
ヘ
ル

ス
ケ
ア
研
究
所

令
和
四
年

三
月
一
日

〇
四
七
〇
六
〇
〇
四
二
〇

ジ
ェ
イ
エ
イ
仙
南
サ
ー
ビ
ス　

白
石
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

白
石
市
大
平
中
目
字
八
ツ
森
脇

三
十
一

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
エ
イ
仙
南

サ
ー
ビ
ス

令
和
四
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
〇
七
〇
〇
九
八
〇

上
の
ハ
ウ
ジ
ン
グ
福
祉
事
業
部

名
取
市
植
松
字
錦
田
四
十
四
番

地
の
一

株
式
会
社
上
の
組

令
和
四
年

七
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
一
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
介
護
医
療
院
の

開
設
を
許
可
し
た
。

　
　

令
和
四
年
十
月
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

許
可
年
月
日

〇
四
Ｂ
〇
三
〇
〇
〇
一
四

介
護
医
療
院　

及
川
内
科
医
院

塩
竈
市
尾
島
町
五
番
十
六
号

医
療
法
人　

及
川
内
科
医
院

令
和
四
年

五
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
二
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
十
月
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

介
護
予
防
訪
問
看
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

廃
止
年
月
日

〇
四
六
〇
二
九
〇
一
五
八

仁
明
会
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
み
な
と

石
巻
市
伊
原
津
二
丁
目
一
番
二

号

医
療
法
人
社
団
仁
明
会

令
和
四
年

三
月
三
十
一
日

二　

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
五
〇
一
〇
四
〇

気
仙
沼
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

気
仙
沼
市
赤
岩
港
三
百
二
十
一

番
地
一

一
般
財
団
法
人
訪
問
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
振
興
財
団

令
和
三
年

十
二
月
三
十
一

日

三　

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

廃
止
年
月
日

〇
四
一
二
八
一
〇
二
〇
二

公
益
財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会

中
新
田
民
主
医
院

加
美
郡
加
美
町
矢
越
字
矢
越
三

百
四
十
五
番
地

公
益
財
団
法
人
宮
城
厚
生
協

会

令
和
四
年

三
月
三
十
一
日

四��

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
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介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
三
〇
〇
二
一
一

Ｓ
Ｕ
Ｎ
福
祉
工
房

塩
竈
市
北
浜
四
丁
目
五
番
二
十

五
号

株
式
会
社
サ
ン
ウ
ェ
ル

令
和
四
年

一
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
六
〇
〇
六
四
二

ヒ
ー
リ
ン
グ
ハ
ウ
ス

宮
城
郡
松
島
町
松
島
字
石
田
沢

三
十
二
番
一

株
式
会
社
シ
ョ
ウ
ケ
イ
ヘ
ル

ス
ケ
ア
研
究
所

令
和
四
年

三
月
一
日

〇
四
七
〇
六
〇
〇
四
二
〇

ジ
ェ
イ
エ
イ
仙
南
サ
ー
ビ
ス　

白
石
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

白
石
市
大
平
中
目
字
八
ツ
森
脇

三
十
一

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
エ
イ
仙
南

サ
ー
ビ
ス

令
和
四
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
〇
七
〇
〇
九
八
〇

上
の
ハ
ウ
ジ
ン
グ
福
祉
事
業
部

名
取
市
植
松
字
錦
田
四
十
四
番

地
の
一

株
式
会
社
上
の
組

令
和
四
年

七
月
三
十
一
日

五　

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
三
〇
〇
二
一
一

Ｓ
Ｕ
Ｎ
福
祉
工
房

塩
竈
市
北
浜
四
丁
目
五
番
二
十

五
号

株
式
会
社
サ
ン
ウ
ェ
ル

令
和
四
年

一
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
六
〇
〇
六
四
二

ヒ
ー
リ
ン
グ
ハ
ウ
ス

宮
城
郡
松
島
町
松
島
字
石
田
沢

三
十
二
番
一

株
式
会
社
シ
ョ
ウ
ケ
イ
ヘ
ル

ス
ケ
ア
研
究
所

令
和
四
年

三
月
一
日

〇
四
七
〇
六
〇
〇
四
二
〇

ジ
ェ
イ
エ
イ
仙
南
サ
ー
ビ
ス　

白
石
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

白
石
市
大
平
中
目
字
八
ツ
森
脇

三
十
一

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
エ
イ
仙
南

サ
ー
ビ
ス

令
和
四
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
〇
七
〇
〇
九
八
〇

上
の
ハ
ウ
ジ
ン
グ
福
祉
事
業
部

名
取
市
植
松
字
錦
田
四
十
四
番

地
の
一

株
式
会
社
上
の
組

令
和
四
年

七
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
三
号

　

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
平
成

九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
か
ら
次
の
と
お
り
指
定
を
辞

退
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
十
月
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

�

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

廃
止
年
月
日

〇
四
一
一
一
一
〇
六
六
一

佐
藤
医
院

岩
沼
市
中
央
二
丁
目
五
番
三
十

号

医
療
法
人
み
や
ぎ
青
葉
会
佐

藤
医
院

令
和
四
年

一
月
三
十
一
日

○
四
一
〇
三
一
〇
八
二
五

及
川
内
科
医
院

塩
竈
市
尾
島
町
五
番
十
六
号

医
療
法
人
及
川
内
科
医
院

令
和
四
年

四
月
三
十
日

○
四
一
一
五
一
〇
〇
四
三

大
崎
市
民
病
院
鳴
子
温
泉
分
院

大
崎
市
鳴
子
温
泉
末
沢
一
番
地

大
崎
市

令
和
四
年

六
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
四
号

　

県
営
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
四
年
十
月
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

地　

区　

名

事　

業　

の　

名　

称

工
事
完
了
年
月
日

多
賀
城

区
画
整
理
事
業
（
農
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総

合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
））

令
和
四
年
八
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
五
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
船
損
害
等

補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を

令
和
四
年
十
月
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
十
一
月
一
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
十
月
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

届　
　
　
　
　

出　
　
　
　
　

事　
　
　
　
　

項

縦　

覧　

場　

所

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

加　

入　

区

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条

第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同

組
合
の
名
称

気
仙
沼
市
本
吉
町
谷
地
五
十
二

の
一

�
紺
野　

万

気
仙
沼
市
本
吉
町
蔵
内
二
十
七

大
谷
本
吉
加

入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
大
谷
本
吉

支
所

気
仙
沼
市
本
吉
町
三
島

十
四
の
三



（7）　令和４年10月18日　火曜日 第347号宮　　城　　県　　公　　報

の
二

�

及
川　

敏

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
十
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木

事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
十
月
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

涌
谷
津
山
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

登
米
市
豊
里
町
新
切
津
八
六
番
地
先
か
ら

同
市
豊
里
町
下
屋
浦
三
〇
七
番
一
一
地
先
ま

で

　

Ａ

一
八
・
二
～

�

七
〇
・
四
�

七
四
五
・
〇
　

上
記
Ａ
、
Ｂ

及
び
Ｃ
は
、
関

係
図
面
に
表
示

す
る
敷
地
の
区

分
を
い
う
。

前
Ｂ
　

六
・
四
～

�

三
六
・
〇

�
六
三
九
・
〇

　

Ｃ
　

五
・
〇
～

�

二
三
・
〇

�

六
〇
四
・
〇

　

Ａ

一
二
・
六
～

�

三
一
・
四

�

七
四
五
・
〇

後
Ｂ

　
　
　

　
　
　

　

Ｃ

　
　
　

　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
十
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
十
月
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

清
水
浜
志
津
川
港
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
北
の
又
無
番
地
先
か

ら同
郡
同
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
八
六
番
一
地
先
ま

で

前

　

五
・
二
～

�

八
・
五

�

三
四
一
・
二

後

　

六
・
四
～

�

一
一
・
九

�

三
二
五
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
十
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
十
月
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

泊
崎
半
島
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
館
浜
三
一
番
一
地
先
か

ら同
郡
同
町
歌
津
字
館
浜
二
五
一
番
一
地
先
ま
で

前

　

七
・
七
～

�

二
五
・
五

�

一
四
七
・
四

後

一
一
・
八
～

�

二
五
・
五

�

一
二
四
・
九

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
十
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
十
月
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　



第347号　令和４年10月18日　火曜日 （8）宮　　城　　県　　公　　報

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

清
水
浜
志
津

川
港
線

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
北
の
又
無
番
地
先
か
ら

同
郡
同
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
八
六
番
一
地
先
ま
で

令
和
四
年

�

十
月
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
十
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
十
月
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

泊
崎
半
島
線

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
館
浜
三
一
番
一
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